
嘉麻市自治基本条例（解説） 

 

 嘉麻市は、福岡県のほぼ中央に位置し、遠賀川の源流を抱く山々の美しい自然に恵まれ、古

くから豊かな穀倉地帯を形成し、農業を基幹産業とする地域として今日に至っています。また、

明治中期以降は、筑豊炭田の一角として、日本の産業エネルギーを支えてきた歴史を有してい

ます。 

 地方分権が進展する今日、私たちは、多様で個性豊かな地域社会をつくるため、市民一人ひ

とりが自ら考え、自ら決め、そして自ら責任をもって市政に参画し、互いに協力して、先人か

ら受け継いだ豊かな自然環境や歴史、文化を尊び、次の世代を担う子どもたちへ引き継いでい

かなければなりません。 

 私たちは、市民が自治の主体であることを基本とし、情報を共有し、互いの立場を尊重し、

知恵と力を出し合い、一体となって協働のまちづくりを進めていくことが必要です。 

 こうした認識のもと、市民が主体となった自治の実現を図るための基本となる理念や原則を

明らかにするとともに、市民の市政への参画と協働などを定め、すべての人権が尊重され、豊

かで活力ある嘉麻市を築いていくために、嘉麻市の自治の最高規範として、この条例を制定し

ます。 

【解説】 

 前文は、この条例の制定に当たって、条例制定の由来、目的、決意などを明らかにし、本条例

で規定する全般的な自治の方向性などを謳ったものです。 

 また、条文形式でないことから親しみやすい表現とするため「ですます調」で表現しています。 

 第１段落は、嘉麻市の地理的概要や歴史を明らかにしています。 

 第２段落は、条例制定の背景として、地方分権時代における、市民主体の自治の重要性を明ら

かにしています。地方分権とは、これまでの日本全国どこでも同じ行政サービスを受けられると

いう、中央省庁主導の縦割りの画一的な行政システムから、地方が抱える問題は、市民の意思と

選択に基づいて解決し、地方自らが創意工夫を行えるような行政システムへと転換を図ろうとす

るものです。 

 第３段落は、前段の背景、重要性を踏まえて、市民、議会、市（市長及び市のすべての執行機

関）の三者が情報を共有し、協働することの必要性を述べています。 

 第４段落は、前段までの考え方から市民が主体となった自治を実現するため自治基本条例を制

定することを宣言しています。 

 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、嘉麻市の自治の基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、市民の

権利及び責務並びに議会、市長等の役割及び責務を定め、市民が主体の自治の実現を図るこ

とを目的とする。 

【解説】 

 目的規定は、この条例が何を目指しているか理解できるようにするとともに、条例に規定する

内容を明らかにするものです。 

 この条例では、嘉麻市における自治の考え方（基本理念）やその進め方（基本原則）を明らか
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にし、市民、議会、市長等の役割や責務などを定め、豊かで活力のある嘉麻市を実現するため、

市民が主体の自治の実現を図ることを目的としています。 

 

 （条例の位置付け） 

第２条 この条例は、嘉麻市の自治の基本を定める最高規範であり、市民、議会及び市長等は、

これを最大限尊重しなければならない。 

２ 議会及び市長等は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣

旨を尊重し、整合性を図らなければならない。 

【解説】 

 分権型社会における、自治体運営の基本的な設計図が自治基本条例であること。また、市民は

自治体に信託し、自治体は主権者たる市民の信託に応える。その契約内容を明確にしたのが自治

基本条例であることから、一般的に自治基本条例の位置付けとして、最高規範として位置づけて

いる自治体が多い。日本国憲法では、憲法９８条で「他の法律はこれを侵してはならない」と明

確に最高規範性を謳っていますが、自治基本条例は、実際は他の条例と同じで一つの条例に過ぎ

ません。しかし、内容は自治の基本を定めるものであることから、嘉麻市においても最高規範と

して位置づけ、実質的に他の条例を規律する上位条例と捉えられ、本条例の趣旨を尊重して他の

条例、規則等の制定改廃等を行なうことを規定したものです。 

 

 （定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (１) 市民 市内に住む者、市内で働く者又は学ぶ者及び市内において事業又は活動を行う団

体等をいう。 

 (２) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固

定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。 

 (３) 参画 市民が市の政策の立案、実施、評価に至る過程に主体的に参加することをいう。 

 (４) 協働 市民、議会及び市長等が、それぞれの責任と役割分担に基づき、互いの特性を尊

重し、対等な立場で連携、協力し合うことをいう。 

【解説】 

 この条例において再三登場し、また、中心的な用語である「市民」、「市長等」、「参画」及び「協

働」について、定義したものです。 

第１号（市民） 

 「市民」とは、市内に住所を持つ人、住所はないが実際に居住する人、他の市町村から市内に

勤務又は通学する人、市内に事務所を有する法人や団体（自然人のみならず、法人や団体につい

ても市民として定義しました。）など、地方自治法に定める住民（市内に住所を有する者）のほか

に、目的を持って嘉麻市を生活の場としているものを、自治を担う市民として広く捉えています。

地域社会が抱える課題の解決やまちづくりを進めていくためには、いわゆる「住民」だけではな

く、嘉麻市という地域社会における幅広い人々が協働していくことの必要性があるとの認識に基

づくものです。 

第２号（市長等） 
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 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査

委員会及び水道事業管理者を総称して、市長等とします。 

第３号（参画） 

 男女共同参画など、「参画」という言葉がよく使用されるようになっていますが、「参加」と「参

画」の違いは、「参加」とは、決まった事に形式的に加わることをいい、「参画」とは、企画立案

の意思決定過程の段階から主体的に参加することをいいます。「参画」は、意思決定過程において、

積極的に計画立案に入っていくということが自治基本条例の趣旨からも参画の姿であり、例えば、

審議会等の委員となって発言するなど、市の政策形成及びその実施過程において市民が主体的に

関わることをいいます。 

第４号（協働） 

 「協働」は、市民、議会及び市長等が、まちづくりという共通課題において、それぞれの責任

と役割分担に基づき、互いの特性を尊重し、対等な立場で連携、協力し合うことによって、その

課題を解決し、目的を実現することをいいます。 

 

第２章 基本原則 

 第１節 基本理念 

 （基本理念） 

第４条 自治の主体は、市民であることを基本とする。 

２ 市政は、主権を有する市民の信託によるものであり、議会及び市長は、その信託に応える

ものとする。 

【解説】 

 基本理念は、嘉麻市における自治（地方自治）の基本的な考え方を示すもので、第１項に、自

治の主体は、市民であるという市民主権を基本とすることを規定したものです。第２項では、自

治の主体は、市民ではあるが、市民には実際に市政運営ができないので、それを実現する手段と

しての信託論を述べたもので、選挙によって市政運営を任された議会や市長は、その信託に応え

るということを規定したものです。 

 

 第２節 基本原則 

 （市民自治の原則） 

第５条 市民、議会及び市長等は、市民一人ひとりが自治の担い手として、自覚と責任をもっ

て互いの人権を尊重し、男女がともに社会の対等な構成員として、その個性や能力を発揮で

きるよう、市民主体の自治を推進するものとする。 

 （情報共有の原則） 

第６条 市民、議会及び市長等は、互いに保有する市政に関する情報を共有するものとする。 

 （協働の原則） 

第７条 市民、議会及び市長等は、協働して市民主体の自治を推進するものとする。 

 （公正、公平の原則） 

第８条 議会及び市長等は、市民の信託に基づき、公正かつ公平な市政を行うものとする。 

【趣旨】 
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 基本原則を規定した第５条から第８条までは、基本理念を推し進め、実現するために特に必要

な４つの原則を定めたものです。 

第５条（市民自治の原則） 

 自治の主体は、市民であるとの基本理念に基づき、自治の主体である市民が自治を推進するた

めの原則を定めたものです。 

第６条（情報共有の原則） 

 自治の主体である市民、議会及び市長等それぞれが、情報の発信者、受信者となり得るので、

市政運営に関する情報をこの三者で共有することが、市民参画や市民との協働の前提となること

から、ここで規定したものです。 

第７条（協働の原則） 

 市や地域の公共的課題を解決していくために、市民、議会及び市長等の三者が、それぞれの役

割を分担し、対等な立場で連携、協力、協調してまちづくりに取り組み、自治を推進することを

規定したものです。 

第８条（公正、公平の原則） 

 議会や市長等は、自治の主体である市民から市政運営を信託されたものであることを充分認識

するとともに、公正かつ公平な市政運営を行なうことを規定したものです。 

 

第３章 市民の権利及び責務 

 （市民の権利） 

第９条 市民は、互いに対等な立場で市政に参画する権利を有する。 

２ 市民は、市の保有する情報を知る権利を有する。 

３ 市民は、良好な環境の中で安全で安心して暮らす権利を有する。 

【解説】 

 本条は、市民の自治に関わる権利として、市民の主体的あるいは積極的な関わりを担保するた

めに、あらためて強調すべきことについて規定したものです。 

 第１項は、市民自治の推進という観点では、参画は市民の必要不可欠の権利といえます。「互い

に対等な立場で」とは、性別、年令、障がいの有無等にかかわりなく市民は対等であり、だれで

も市政に参画する権利を有することを規定したものです。 

 第２項は、市政への参画の前提となるのが、市の情報を知ることであるので、ここで権利とし

て規定したものです。 

 第３項は、憲法において、国民の平和的生存権が規定されていますが、地方自治においては、

その趣旨を踏まえ、より身近な安全で安心して暮らすことを市民の権利として規定したものです。 

 

 （市民の責務） 

第１０条 市民は、自治の主体であることを認識し、市政への参画に当たっては、自らの発言

と行動に責任を持つものとする。 

２ 市民は、まちづくりにおいて互いの意思を尊重し、連携するものとする。 

３ 市民は、行政サービスに係る負担を分任するものとする。 

【解説】 
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 本条は、第９条の権利を行使するに当たって努めるべきことを定めており、強制や罰則を伴う

ものではありません。 

 第１項は、市民は、自治の主体として、市政へ参画する権利を行使するに当たっては、自らの

発言、決定や行動に責任を持つべきという責務を定めたものです。 

 第２項は、第９条第１項の市政に参画する権利を行使するに当たって、市民が互いの意思を尊

重して連携することを責務として規定したものです。 

 第３項は、市民は、行政サービスを受ける権利を有する一方で、その提供を受けるに当たって

は、負担を負うことを責務として定めたものです。 

 行政サービスとは、市が市民を対象として実施する全ての事業を包括的に示すものであり、地

方自治法第１０条第２項では「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団

体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う」と定めています。

役務の提供と負担の分任は自治制度の根幹となるものであり、ここで確認的な意味も込めあらた

めて規定します。「行政サービスに係る負担の分任」は、納税の義務に限定されるものではなく、

地域社会を維持していくために市民全体で負担を共有し合うことを意味します。ここでいう「負

担」とは、税や使用料、手数料など経済的な負担だけではなく、防犯活動や清掃活動など、地域

において市民が主体的に取り組む活動等も広い意味では負担として捉えることができ、様々な負

担を包括的に含むものとします。また、「分任」とは、個々のサービスの提供に対応する負担を個々

に負うことを意味するものではなく、誰もが安心して快適に暮らしていける地域社会を維持して

いくために、必要な負担を市民全体で分かち合うことを意味します。 

 

 （事業者等の責務） 

第１１条 市内において事業を行う者は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、健全な事

業活動において、自然環境などに配慮するとともに、地域の公益的活動に寄与するよう努める

ものとする。 

【解説】 

 市内において事業を行う者は、第３条の定義規定によって、市民として位置づけられ、第９条

における市民の権利及び第１０条における市民の責務を有しますが、特に市内において事業を行

う者は地域社会を構成する一員として、市民としての責務を担うほかに、法令遵守の徹底、環境

の保全など地域社会への貢献等の社会的責任を重視し、地域のまちづくりに貢献していく責務を

確認しておくことが必要であるため、本条で、その責務について規定したものです。 

 

第４章 議会の役割及び責務 

 （議会の役割及び責務） 

第１２条 議会は、市民の代表機関であることを常に認識し、法令に定める権限を行使すると

ともに、独自の政策立案や政策提言を積極的に行わなければならない。 

【解説】 

 議会は、市民から選挙で選ばれた議員で構成され、市長から提案された予算や条例などについ

て審議し、市政の運営を決定するところから、議決機関と呼ばれています。議会には議決権（条

例の制定や改正、廃止、予算などを決める。）のほか、意見書提出権（市の公益に関することにつ
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いて国や県等の関係機関、国会等に意見書を提出する。）、調査権・検査権（市政が正しく行われ

ているかどうか、書類の検査や実態の調査を行う。）、同意権（市長が主要人事（副市長・教育委

員等）を選任（任命）しようとするときに、同意するかどうかを決める。）などの権限があります。

しかし、法令上規定してあるものは規定せず、「法令に定める権限を行使するとともに」と表現し

ました。 

 本条では、これからの地方分権に対応して、自治の確立を図るため、積極的な法務政策が求め

られており、議会が条例議案の提出など立法、政策形成機能を強化し、積極的に活用することを

規定したものです。 

 

 （開かれた議会運営） 

第１３条 議会は、議会及び議員の活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対する

説明責任を十分に果たさなければならない。 

２ 議会は、本会議のほか、委員会等公式な会議を原則公開するとともに、市民が議会の活動

に参加できるような措置を講じなければならない。 

３ 議会は、市民の意見を最大限尊重し、政策の形成に反映させるとともに、市民主体の自治

を推進しなければならない。 

【解説】 

 議会は、情報公開の徹底、委員会等の公開などにより、開かれた議会運営を行なうことが求め

られています。 

 第１項は、議会は、情報公開の徹底を図ることにより透明性を確保すること。また、信託を受

けた市民への説明責任を果たし、信頼関係を構築することを規定したものです。 

 第２項は、議会の会議については、法令等の規定により、公開とされていますが、秘密会とす

ることが出来ることから原則と表現しています。また、法令等に基づく公聴会制度（公聴会制度

とは特定の事項について利害関係者や学識経験者などから参考のため意見を聴くためのもの）な

どを活用し、議会活動への市民参加を推進することを規定しています。 

 第３項は、広く市民の意見を聴き、それを議会の機能の発揮に適切に反映することによって、

基本理念に規定した市民自治の推進を図ることを定めたものです。 

 

 （議員の責務） 

第１４条 議員は、市民全体の福祉の向上の視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行しなけれ

ばならない。 

２ 議員は、その地位が市民の信託によるものであることを認識し、常に自己研鑽に努め、政

治倫理を確立することにより、市民の信頼を得るよう努めなければならない。 

【解説】 

 市民の代表である議員について、当該議員によって構成される議事・議決機関としての議会の

責務と別に、議員個人として果たすべき責務を規定したものです。 

 第１項は、議員は、自治の主体である市民の生活、福祉の向上を図ることを最重要課題として、

職務を遂行すること定めたものです。 

 第２項は、議員は、その職、地位が自治の主体である市民の信託によるものであり、市民の代
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表として自己の見識を高め、政治倫理を確立することで市民の信頼を得るよう規定したものです。 

 

第５章 市長等の役割及び責務 

 （市長の責務） 

第１５条 市長は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に市政運営を行うとともに、市民主体の

自治を推進しなければならない。 

２ 市長は、健全な財政運営に努めるとともに、毎年度、行財政運営の基本方針を定め、市民

及び議会に説明し、かつ、その達成状況を公表しなければならない。 

３ 市長は、施策、事務事業の再編及び活性化のため、行政評価に関する制度を整備し、実施

するものとする。この場合において、市長は、第三者による外部評価を取り入れるものとす

る。 

４ 市長は、行政評価の結果を市民にわかりやすく公表するとともに、行政評価の結果及びこ

れに対する市民の意見を踏まえ、施策に反映させなければならない。 

５ 市長は、市民が安全で安心して暮らせるよう、市民の権利を擁護し、その生命及び財産を

守らなければならない。 

６ 市長は、職員を指揮監督し、その能力を評価したうえで適正に配置するとともに、人材の

育成を図らなければならない。 

７ 市長は、就任に当たっては、この条例の理念の実現のために職務を執行することを宣誓し

なければならない。 

【解説】 

 市長は、市民から選挙によって選ばれた市の代表という地位にあって、市政を運営するために

必要な予算や条例などを議案として議会に提案し、議会の決定を受けて市政を行っています。市

長はこの議会の決定に基づいて市政を運営することから執行機関と呼ばれており、市長には統轄

代表権（市の事務全般を代表することや、議案を提出することなど）や事務の管理執行権（事務

の執行や職員の任免、内部組織の編成することなど）などがあります。しかし、法令上規定して

あるものは規定せず、市の代表者として、市民の信託に応えるために特に必要な責務について規

定したものです。 

 第１項は、市長は、選挙によってその職を信託されたものであることから、その信託に応えて

市政運営を行ない、自治の主体である市民のために、自治を推進することを責務として規定した

ものです。 

 第２項は、地方財政法第２条に「地方自治体は、その財政の健全な運営に努めること」と地方

財政運営の基本が規定されていますが、健全な財政運営に努めることは勿論、年度ごとに行財政

運営の基本方針（施政方針、予算・決算等）を定め、市民と議会に対して、説明責任と報告義務

について定めたものです。 

 第３項は、政策・施策、事務事業の目的やその必要性を分かりやすく示し、効率的な市政運営

を図るために、行政評価の制度を構築し、実施することを規定したものです。また、この場合に

は、評価の客観性を担保するため、第三者による外部評価について規定したものです。効率的な

市政運営を図るためには、計画、実行、評価、改善のサイクルで事業を見直していくことが重要

です。行政評価とは、行政が実施している政策、施策や事務事業について、成果指標等を用いて
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妥当性、有効性、効率性を評価することであり、行政自らが住民の視点に立って点検・評価し、

その結果を次の企画立案に生かすことによって政策の質的向上を図るための行財政改革の一手法

です。 

 第４項は、前項の結果について、市民への公表、意見聴取、更には、その意見を施策に反映す

ることについて規定したものです。 

 第５項は、市長は、国や都道府県と違って、警察権力を保持しませんが、ここでは、火災、地

震などの災害や防犯等の観点から、市民の生命、財産を守ることを規定したものです。 

 第６項は、職員の指揮監督については地方自治法第１５４条に規定されていますが、本項では

その趣旨を踏まえ規定したものです。また、市長は職員の能力を適正に評価し、適正な配置に行

うとともに、人材育成を図ることにより、効率的で効果的な市政運営を行うことを規定したもの

です。 

 第７項は、市長は、選挙後における就任に当たって、議会の本会議において、この条例の理念

である市民主体の自治の実現のため、宣誓を行なうことを規定したものです。 

 

 （市の役割及び責務） 

第１６条 市は、市民にわかりやすく行政サービスを提供しなければならない。 

２ 市は、効率的に事務事業を実施し、最少の経費で最大の効果を挙げるように努めなければ

ならない。 

３ 市は、簡素で市民にわかりやすい組織編成を行い、必要に応じてその見直しに努めなけれ

ばならない。 

４ 市は、広く人材を求め、公正かつ有能な職員の任用に努めるとともに、適材適所の人事配

置、効果的な人材育成並びに適切な人事評価及び処遇を行うことにより、職員及び組織の能

力が最大限に発揮されるよう努めなければならない。 

【解説】 

 ここで規定する市とは、市長部局、各種行政委員会（教育委員会、選挙管理委員会、公平委員

会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会）及び水道事業管理者を指し、執行機関全

体に通ずる役割責務、どのように行政運営を進めるべきかを規定したものです。 

 現在の地方分権時代に対応できる市政運営で、分かりやすい市政運営、効率的な市政運営につ

いて規定しています。 

 第１項は、自治の主体は、市民であるという視点から、行政が発信する文書や各種施策などに

ついて、市民に分かりやすく提供することを規定したものです。 

 第２項は、地方自治法第２条第１４項には「地方公共団体は、その事務を処理するに当たって

は、住民の福祉の増進に努めるとともに最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければなら

ない」とあり、この規定を引用したもので、事務事業を実施する上で、特に重要である費用対効

果に努めることについて規定したものです。 

 第３項は、市の組織としては、効率的に職務を遂行できるよう簡素で、市民の立場に立って分

かりやすい組織を編成することを規定しています。また、多様な行政課題に対応し解決を図るこ

と、社会情勢等の変化に対応することが重要であり、必要に応じて見直しを行なうことを規定し

たものです。 
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 第４項は、前条第６項と同様、効率的で効果的な市政運営を行うために、執行機関全体におい

ても、有能な職員の任用、適材適所の人事配置、効果的な人材育成、適切な人事評価を行い、職

員と組織の能力が最大限に発揮されるように努めることを規定したものです。 

 

 （職員の責務） 

第１７条 職員は、政策能力の向上のため、常に自己研鑽に努めるとともに、市民の視点に立

って公正、誠実かつ迅速に職務を遂行しなければならない。 

２ 職員は、職務の遂行に当たっては、法令、条例等を遵守しなければならない。 

【解説】 

 地方公務員法には、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職

務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と職員の服務の根本基準が

定められ、服務の宣誓を義務づけるとともに、法令遵守義務などの公務員としての基本的な義務

が規定されていますが、ここでは、市長の補助機関として市政運営の実務に携わる職員について、

地方分権時代における、職員の職務遂行上の責務を明らかにするために規定したものです。 

 第１項は、職員は、職務に臨む姿勢や資質の向上が求められており、職務に関する技術を磨き、

新たな能力開発に自発的に取り組むことを規定したものです。 

 また、職務遂行に当たっては、市民の視点に立って公正、誠実かつ迅速に職務を遂行すること

が重要であり、常にそれを意識して行なうため規定したものです。 

 第２項は、地方公務員法において、職員は法令、条例及びその他の規則等を遵守することが義

務づけられていますが、職員の法令遵守について特に重要であることから、あらためて規定した

ものです。 

 

 （審議会等の運営） 

第１８条 市長等は、市の執行機関に設置する審議会等（地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１３８条の４第３項の規定に基づく附属機関をいう。以下同じ。）の委員を選任すると

きは、設置目的等に応じて委員の公募を行うとともに、委員の男女の比率、年齢構成及び選

出区分が著しく不均衡にならないように留意し、同一の委員が著しく長期にわたって就任し、

又は同時期に多数の審議会等の委員に就任することのないように努めなければならない。 

２ 市長等は、審議会等の会議及び会議録を原則として公開しなければならない。 

３ 前項に規定する審議会等の会議及び会議録の公開に関し必要な事項は、別に定める。 

【解説】 

 審議会等とは、法律又は条例の定めるところにより、市の執行機関の附属機関として設置され

た、自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機

関をいいます。審議会等への市民参加は市の政策決定あるいは条例策定に大きな役割を果たすも

のであり、ここでは市民委員の公募原則、会議及び会議録の公開について規定するものです。 

 第１項は、審議会等の構成員を選任する場合は、設置目的等に応じて委員を公募するとともに、

委員の構成については、男女の比率や年齢構成、選出区分が著しく偏らないように配慮すること

としています。また、幅広い市民の意見を反映させるためにも、同一の委員が長期にわたって就

任したり、同じ時期に多数の審議会等の委員に就任したりしないよう努めることとしています。
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なお、市では既に「嘉麻市附属機関等の委員の委嘱基準に関する規程」において、委員構成にお

ける男女の比率や公募原則などを規定しています。 

 第２項は、審議会等の会議及び会議録を公開することにより、透明かつ公正な会議運営を図り、

市民の市政に対する理解を深め、開かれた市政の実現を推進するため規定するものです。ただし、

法令等で公開できないことが定められたもの、個人のプライバシーに関わるものは非公開とする

ため、「原則として」と表現しています。 

 第３項は、前項に定める会議及び会議録の公開について、別に定めることを明らかにしたもの

です。【嘉麻市審議会等の会議及び会議録の公開に関する規程】 

 

第６章 情報の共有等 

 （情報公開及び情報提供） 

第１９条 議会及び市長等は、公正で開かれた市政の実現のため、別に条例で定めるところに

より、市が保有する情報を積極的に公開しなければならない。 

２ 議会及び市長等は、市政に関する情報について、速やかに、かつ、わかりやすく、市民に

提供しなければならない。 

【解説】 

 市民参画、協働を推進するためには、情報共有は非常に重要な項目であり、また、この条例の

基本原則の一つであることから、ここで改めて情報の公開及び提供について規定したものです。 

 第１項は、「嘉麻市情報公開条例」の規定に基づく情報の公開について、ここでその趣旨を明ら

かにしたものです。 

 第２項は、情報公開は、原則的に請求に基づく行為ですが、ここでは、請求の有無に関わらず、

議会及び市長等が、市民が市政への関心や参画の意欲を高めることができるよう、様々な媒体を

活用して市政運営に関する情報を、速やかに、かつ、わかりやすく提供すること規定したもので

す。 

 

 （説明責任及び応答責任） 

第２０条 議会及び市長等は、政策の立案、実施、評価のそれぞれの過程において、その経過、

内容、効果、手続き、費用等について、市民にわかりやすく説明しなければならない。 

２ 議会及び市長等は、市民から市政に関する意見、要望及び苦情等の申立てがあったときは、

速やかに事実関係を調査し、これに応答しなければならない。 

【解説】 

 本条は、議会及び市長等と市民との相互の信頼感を醸成することにより、市民参画と協働を推

進し、政策形成過程における透明性を高めるため、説明・応答責任について規定したものです。 

 第１項は、議会及び市長等に、説明責任を負うことを定めたものです。説明の時期については、

政策形成過程における透明性を確保するため、政策の決定後ではなく立案の段階から説明し、実

施・評価それぞれの過程に対応して説明しなければならないことを規定しています。また、その

経過や内容だけではなく効果等についても分析し、政策とそれに基づく施策・事業の必要性が市

民に十分理解されるよう、わかりやすい表現で説明するものとします。 

 第２項は、前項の規定に基づく、意見、要望等があったときに事実関係を調査し、応答する責
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任を定めたものです。 

 

 （個人情報の保護） 

第２１条 議会及び市長等は、個人の権利利益の保護のため、別に条例で定めるところにより、

市が保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

【解説】 

 個人情報の保護は、この章の情報の共有とは目的を異にしますが、知る権利とプライバシー等

を守る義務は、表裏一体の密接な関係であります。議会及び市長等は、嘉麻市個人情報保護条例

の定義規定における実施機関であり、個人のプライバシー保護等の観点から、その取り扱いにつ

いて規定したものです。 

 

 （救済機関等） 

第２２条 市長は、公平かつ誠実な市政運営を確保するため、市政に関する市民の意見、要望、

苦情及び市民の不利益等の救済に対応するための適正な機関の設置等必要な措置を講じるよ

う努めなければならない。 

【解説】 

 現行制度上、市民の不利益の救済制度としては行政不服審査制度や行政訴訟制度がありますが、

本条では、市政運営に関する苦情等を適切かつ迅速に処理するとともに、市民の不利益処分を救

済するため、救済機関（オンブズパーソン）の設置など、嘉麻市の実情に応じ、必要な措置に努

めることについて定めたものです。 

 

第７章 参画及び協働 

 （市民参画の推進） 

第２３条 市長等は、多様な制度を設け、施策を講じることにより、市民参画を推進しなけれ

ばならない。 

２ 市長等は、市民が参画しないことによって不利益を受けることがないよう、配慮しなけれ

ばならない。 

【解説】 

 市民参画、協働は、市民が自治の主体であるという基本理念を実現するための最も重要な項目

であり、第９条の市民の権利に「市民は、互いに対等な立場で市政に参画する権利を有する。」と

規定しています。ここでは、この権利を保障する市長等の責務を規定しています。 

 第１項は、市民参画については、その方法として意見公募制度（政策の形成及びその実施過程

において政策等の案を公表し、この案に対して市民から提出された意見を考慮して意思決定を行

う制度で、一般的にパブリックコメント制度といわれています。）、審議会等の委員公募や会議の

公開など、市民が参画するための制度や施策を講じ、市民参画を推進することを規定したもので

す。 

 第２項は、参画しなかった場合においても、参画しないことを理由として、不利益を被らない

よう、配慮することを規定したものです。 

 （男女共同参画の推進） 



 11 

第２４条 市民、議会及び市長等は、男女が互いにその人権を尊重し、社会の対等な構成員と

して、その個性と能力を発揮することができるよう、男女共同参画を推進しなければならな

い。 

【解説】 

 男女共同参画社会基本法において、男女共同参画社会の実現は、２１世紀の日本社会を決定す

る最重要課題と位置づけられており、また、第１次嘉麻市総合計画においても、男女共同参画の

推進は重要な施策の一つとして位置付けていることから、ここでその趣旨を規定したものです。 

 

 （子どもの参画の推進） 

第２５条 子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参画する権利を有する。 

２ 市民、議会及び市長等は、子どものまちづくりへの参画を推進しなければならない。 

【解説】 

 子どもは、将来の嘉麻市の大切な担い手との認識の下に、その権利などについて規定したもの

です。 

 第１項は、子どもは、まちづくりの重要な構成員であり、それぞれの年齢にあった関わり方で

参画する権利を有することについて規定したものです。 

 第２項は、前項の趣旨を踏まえて、子どものまちづくりへの参画の推進を規定したものです。 

 

 （参画の対象） 

第２６条 市長等は、政策の形成及びその実施過程への市民の参画を保障するため、次に掲げ

るもののうち市民生活に重要な影響を及ぼすものについては、市民に意見を求めなければな

らない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 

 (１) 計画の策定、変更又は廃止 

 (２) 条例の制定、改正又は廃止 

 (３) 施策の実施、変更又は廃止 

【解説】 

 市民参画の対象となる事項及びその手法について定めたものです。 

 市長等が、自治の主体である市民の参画を保障するために、計画の策定、変更、廃止、また、

条例の制定、改正、廃止、さらに、施策の実施、変更、廃止したりする場合で、市民生活に重要

な影響を及ぼすものについては、市民に情報を提供してその意見を求めることを規定したもので、

その方法については第２７条に規定しています。 

 

 （参画の方法） 

第２７条 市長等は、市民に意見を求めるときは、パブリックコメント、アンケート調査、公

聴会の開催等適当な方法により実施するものとする。 

２ 前項の規定により、市民に意見を求める場合における必要な事項は、別に定める。 

【解説】 

 市民参画を推進するに当たって、市民に意見を求める方法を規定したものです。 

 第１項は、市政運営に関わる重要事項について、議会への提案やその決定に当たって、市民と
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の情報共有や市民参画を推進するための代表的な制度の一つであるパブリックコメント（意見公

募制度）をはじめ、アンケート調査、公聴会の開催、市民委員会等（特定のテーマについて参加

者が自由に意見交換を行い、市に対してその成果を報告する市民参加の委員会や市と市民が意見

交換を行う市政懇談会など。）について、対象となる事案に応じて実施するよう規定したものです。 

 第２項は、市民に意見を求める方法の代表的な制度であるパブリックコメント（意見公募制度）

の手続きについて、別に定めることを明らかにしたものです。【嘉麻市パブリックコメント手続実

施規程】 

 

 （協働の推進） 

第２８条 市民、議会及び市長等は、それぞれの役割と責任に基づき、自主性を尊重し、対等

な立場で連携し、協力してまちづくりを推進しなければならない。 

【解説】 

 「協働」は、市民、議会及び市長等の三者が、まちづくりという共通課題において、それぞれ

の責任と役割分担に基づき、互いの特性を尊重し、対等な立場で連携、協力し合うことによって、

その課題を解決し、目的を実現することをいい、三者は協働してまちづくりを進めることを規定

したものです。 

 

第８章 コミュニティ 

 （コミュニティ活動の尊重） 

第２９条 市長等は、市民が地域の課題に主体的に取り組むことを目的として形成された団体

の活動（以下「コミュニティ活動」という。）の自主性及び自立性を尊重しながら、政策の形

成及び施策を行わなければならない。 

【解説】 

 コミュニティには、自らが住んでいる地域等を単位とした自治会など地縁的なつながりを持つ

地域コミュニティと、共通の目的・使命を達成するために組織されたテーマコミュニティがあり

ます。コミュニティを基盤とする活動、組織をどのように形成していくかは、市民の自主性と主

体性に委ねられたものです。市長等は、コミュニティが市民主体の自治を推進し、多様な地域の

課題を解決するために重要な役割を担うものであるとの認識の下、その趣旨を尊重し、市の政策

形成をすることを規定したものです。 

 

 （コミュニティ活動の支援） 

第３０条 市長等は、コミュニティ活動に対し、必要に応じて支援を行うとともに、多様な活

動が連携していくための施策を推進しなければならない。 

【解説】 

 市長等は、コミュニティ活動に対して、側面から支援することになります。この場合の支援と

は、活動場所や情報等の提供のほか、必要に応じて活動資金等の援助を行なうことなどを意味し

ています。また、多様な活動が連携していくために、活動間の情報の共有化やネットワーク化の

ために、必要な施策を推進していくことを規定したものです。 

 （学校と地域との連携協力） 
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第３１条 教育委員会は、地域と連携協力し、保護者、地域住民等の学校運営への参加を積極

的に進めることにより、地域の力を活かし、創意工夫と特色ある学校づくりを行うものとす

る。 

２ 教育委員会は、地域及び市長と連携協力し、学校を核としたコミュニティづくりを進める

ものとする。 

【解説】 

 従来から地域の防犯、環境美化や子どもの健全育成などの役割を担っている自治会などの地域

コミュニティは少子高齢・人口減少の進行により希薄化しており、地域における自治機能が低下

しています。そこで、自治会の範囲を広げた自治組織として、地理的条件など地域特性を共有す

る学校区単位を基本としたまちづくりが重要となっています。 

 第１項は、教育委員会は地域と一体となって特色ある学校づくりを行なうことを規定したもの

です。第２項は、教育委員会は地域と市長と連携協力し、学校を核としたコミュニティづくりを

進めることを規定したものです。 

 

第９章 住民投票 

 （住民投票の実施） 

第３２条 市長は、市政に関わる重要事項について、広く市民の意思を把握するため、住民投

票を実施することができる。   

２ 住民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとする。 

３ 市民、議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重しなければならない。 

【解説】 

 住民投票とは、住民が直接投票によって市政に関する重要な問題について意思表明することを

いいます。 

 本条は、住民が投票によりその意思を直接表明する住民投票制度が、究極の参画方法との考え

から、市政に関わる重要事項について市民の意思確認を行うことを目的とする住民投票制度の設

置について規定したものです。一般的に、住民投票制度は、個別の案件ごとに住民投票条例を制

定する「非常設型」と、あらかじめ住民投票に関する条例等を制定し、要件を満たすものであれ

ば、その条例に基づき住民投票を行うことができる「常設型」の二種類がありますが、本条は、

課題が生じたときに迅速な対応が可能となる後者の制度を設けるための規定です。 

 第１項は、市長が、市政に関わる重要事項について、広く市民の意見を把握するため、自らの

判断に基づき住民投票を実施できることを規定したものです。 

 第２項は、住民投票の実施について必要な事項のうち、本条例に定めのない事項（投票資格者

や、「市政に関わる重要事項」の判断基準、実施に関する具体的な手続きなど）については、別に

条例で定めることを規定したものです。 

 第３項は、住民投票の結果については法的な拘束力はもたないため、投票の結果を受けて市民、

議会及び市長等は、「尊重しなければならない」と定めています。市長は、争点となった事案に関

する施策の実施に当たっては、市長の政治的責任の範囲で住民投票の結果を「尊重する」形で事

務執行を行います。議会は、市長から提案された施策について議決や同意をするに当たって、議

決機関としての政治的責任の範囲で住民投票の結果を「尊重する」形で審議し、採決することに
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なります。しかし、これについては、議会における自由な論議についてまで拘束するものではあ

りません。また、市民も、住民投票の結果を厳粛に受け止め、尊重することとしています。 

 

 （住民投票の発議及び請求） 

第３３条 嘉麻市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者は、市政に関わる重要事項につい

て、その総数の５０分の１以上の者の連署をもって、市長に住民投票の請求をすることがで

きる。 

２ 市長は、前項の請求があったときは、意見を附けてこれを議会に付議しなければならない。 

３ 議員は、議員定数の１２分の１以上の賛成を得て、住民投票の実施について発議すること

ができる。 

４ 市長は、前２項の場合において、議会が出席議員の過半数の賛成により議決したときは、

住民投票を実施しなければならない。 

５ 市長は、第１項の請求に係る署名者数が３分の１を超えたときは、第２項の規定によるこ

となく、住民投票を実施しなければならない。 

【解説】 

 第１項は、嘉麻市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者が、その総数の５０分の１以上の

者の連署をもって、市長に対して住民投票の実施を請求できることを規定したものです。 

 本項では、請求に必要な連署の数については、地方自治法第７４条に規定する条例の制定又は

改廃に係る直接請求制度に準じたものです。 

 第２項は、前項の規定に基づき住民投票の実施についての請求を受けた場合に、市長が行う手

続を定めたものであり、地方自治法第７４条に規定する条例の制定又は改廃に係る直接請求制度

に準じたものです。なお、この規定により、住民投票の請求が、地方自治法第９６条第２項の規

定による議決事件となるものである。 

 第３項は、前項の規定により、住民投票の実施が地方自治法第９６条第２項の規定による議決

事件となることを受け、地方自治法第１１２条の規定の適用を受けて、議員定数の１２分の１以

上の賛成を得て、住民投票の実施の議案を議会に提出できることを改めて明らかにしたものです。 

 第４項は、第２項及び第３項の規定により提出された議案について、議会が住民投票の実施に

ついて議決をした場合、市長は住民投票を実施しなければならないことを規定したものです。 

 第５項は、第１項の署名に係る署名者数が３分の１を越えた場合は、第２項で規定する議会へ

の付議をすることなく、住民投票を実施することを市長に義務付けたものです。 

 本項は、議会の議決を要件としない住民投票の実施を規定するものであり、より高い慎重性の

確保が必要と考えられるため、必要とする連署の数は、地方自治法に規定されている直接請求権の

中で、最もハードルの高い議会の解散や市長の解職請求に必要な数との整合性を図ったものです。 

 

第１０章 国その他の機関との連携 

 （国及び県との連携協力） 

第３４条 市は、国及び県と対等、協力の関係にあることを踏まえ、自らの公共課題の解決を

図るとともに、市の自主的、自立的運営のために必要があるときは、国及び県に対して政策

及び制度の改善等に関する意見、提案等を行うものとする。 
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【趣旨】 

 地方分権改革により、市は、国や福岡県と「上下・主従」の関係から「対等・協力」の関係と

なりました。市は「地方の政府」とも位置づけられ、住民にもっとも身近な基礎自治体として、

自立を目指すとともに、国、県と対等、協力関係であるという立場で、必要な場合は、制度改革

等を求めることを規定したものです。 

 

 （他の地方公共団体及び関係機関との関係） 

第３５条 市は、他の地方公共団体及び関係機関との共通課題又は広域的課題に対しては、自

主性を尊重し、互いに連携し、協力して解決に当たるものとする。 

【解説】 

 自治体運営を行なう上で、市単独で取り組むことが困難な課題や財政的に非効率な課題につい

ては、他の自治体と連携や協力を行なうことで解決を図っていくことを規定したものです。 

 共通課題、広域的課題を解決するための組織としては、複数の地方公共団体で組織する一部事

務組合や広域連合などがあります。 

 

 （市外の人々との交流） 

第３６条 市民、議会及び市長等は、市外の人々とも積極的に情報交換をしながら交流を深め、

その人々の知恵と意見をまちづくりに活用するよう努めるものとする。 

【解説】 

 市民生活の活動範囲は、日常的に市域を越えて広がっており、広域的な課題に対処し、まちづ

くりを行うためには、市民だけでなく、市外の人々とも交流し、市外の人々の意見を取り入れ、

まちづくりに活用することが重要であるため、ここで規定したものです。 

 

第１１章 条例の見直し等 

 （条例の検討及び見直し） 

第３７条 市長は、この条例の施行の日から５年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の

理念及び社会情勢に適合したものかどうかを検討するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例の見直しが適当であると判断した

ときは、必要な措置を講じるものとする。 

【解説】 

 この条例が嘉麻市の自治の基本ルールを定める最高規範であることを踏まえ、検討、見直しに

ついて規定したものです。 

 第１項は、この条例の見直しについては、５年を超えない期間において検討、見直しを実施す

ることで、時代の変化や社会情勢によって、条例の各条項が形骸化したりすることを防止するも

のです。 

 第２項は、前項の規定を踏まえて、この条例が本来の機能を果たしていない場合などには、見

直しについて必要な措置を講じるよう規定したものです。 

 

 （自治推進委員会の設置） 
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第３８条 市長は、この条例の趣旨に沿った自治の推進を図るため、嘉麻市自治推進委員会（以

下「委員会」という。）を設置するものとする。 

２ 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

 (１) この条例の運用及び見直しに関する事項 

 (２) その他自治の推進に関する重要事項 

３ 前項に定めるもののほか、委員会は、この条例の適正な運用及び見直しに関し、市長に意

見を述べることができる。 

 （委員会の組織等） 

第３９条 委員会は、委員１２人以内をもって組織する。 

２ 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 (１) 地方自治に識見を有する者 ３人以内 

 (２) 公共的団体等が推薦する者 ３人以内 

 (３) 市民からの公募による者 ６人以内 

３ 委員会の委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、

再任を妨げない。 

４ 前３項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

【解説】 

 ここでは、第３７条の規定を受けて、この条例の見直し等を行なう自治推進委員会の設置等に

ついて規定したもので、この条例の理念が他の条例等や具体的な施策、制度に反映されているか

をチェックするとともに、社会状況や自治の推進の取り組み状況の変化に即応しているか検証し、

必要な場合は、見直しを行なうことを規定したものです。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施行

する。 

 

 


